
 公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 

募集要項（第 26回） 

 

公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 

受託者 三菱 UFJ信託銀行株式会社 

事務局  株式会社琉球銀行 

 

1. 助成対象 

（1）助成対象先 

沖縄県において、那覇市を中心に県民のための社会福祉活動（社会福祉法 第 2 条に

規定する第 1 種社会福祉事業および第 2 種社会福祉事業にかかわる社会福祉活動、  

その他これに類する社会福祉活動）を営み、原則 1 年以上の事業実績を有し、営利    

事業を行わない法人または団体とします。 

（2）助成対象事業 

① 那覇市を中心とした沖縄県内の社会福祉に関する独創的、先駆的な事業・企画に対

する助成事業とします。（日常の人件費や交通費は助成対象外とします） 

② 沖縄県内において、那覇市を中心に障がい者、高齢者および児童に対する次に    

掲げる社会福祉活動を営む法人およびボランティア団体を支援するための施設・ 

機器の整備等に対する助成とします。 

ア. 在宅障がい者・高齢者に対する給食、入浴、家事援助活動 

イ. 在宅障がい者・高齢者の外出補助活動 

ウ. ひとり暮らし、寝たきりの高齢者に対する訪問活動 

エ. 点訳・録音活動 

オ. 障がい者福祉施設・高齢者福祉施設での労力提供活動 

カ. 障がい者・高齢者に対する文化、レクリエーション活動の指導、援助活動 

（社会福祉事業にかかわるものに限ります。趣味的な活動を行う団体は除き  

ます。） 

キ. その他児童福祉等上記に準ずる活動 

 

2. 応募資格 

１．に記載した助成対象者のうち、公的助成を受けていない、または公的助成が少な

い法人および団体とします。（当基金から既に助成を受けたことのある法人・団体は後

順位となります） 

 

3. 助成金 

① 助成金総額は 500万円の予定です。 

② 助成金額は、1法人または 1団体 100万円を限度とします。 

                                                               （裏面へ） 



4. 応募方法 

当基金所定の「助成金支給申請書」および「事業計画書」に必要事項を記入し、 

応募期間中にご提出ください。前年度の収支決算書の添付もお願い致します。 

 

5. 応募期間 

令和 5年 7月 3日（月）～ 令和 5年 8月 31 日（木） ※最終日当日消印有効 

 

6. 選考の方法 

公益信託「源河朝明記念那覇市社会福祉基金」運営委員会の審議により、助成団体    

および助成金額を決定します。 

 

7. 助成金の給付 

令和 5年 11月（予定）に助成金授与式を開催し、助成金を銀行振込により給付します。 

 

8. 報告書の提出 

受給者は、助成の対象となった事業の終了後、当基金所定の「実績報告書」「収支決算

書」を基金事務局あて提出いただきます。 

 

9. 募集窓口（いずれも公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金担当まで） 

①株式会社琉球銀行総合企画部サステナビリティ推進室  

電話：098-860-3787  

②那覇市福祉部福祉政策課  

電話：098-862-9002 

  ③三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社リテール受託業務部公益信託課 

   電話：0120-622372(フリ－ダイヤル) 

     受付時間 平日 9:00～17:00(土・日・祝日等を除く) 

 

10. 申請書の提出先 

〒900-0034 

沖縄県那覇市東町 2番 1号 

株式会社 琉球銀行総合企画部 サステナビリティ推進室内 

公益信託源河朝明記念那覇市社会福祉基金 事務局 

 

以上 


